
　

　

※1

※2

※3 県産材使用量及び県産材使用率が証明できるものであれば、県産材等使用証明書は任意の様式でも構わない。

「県産材」とは、県内で生産、加工された木材をいう。ただし、県内で加工することが困難であると認め
られる木材を使用する場合は別途協議のうえ決定する。

「合法木材」とは、森林に関する法令に照らし適切に手続きされて流通している木材をいう。

合　計

備考樹種
規格

材長ｍ × 短辺mm × 長辺mm
本数 材積材料名

２　納品場所

３　証明の内容

様式第１号

（事業実施主体）　殿

県産材等使用証明書

　　年　　月　　日

証明者名　（木材等出荷者）

　下記の資材については、県産材（※1）かつ合法木材（※2）を使用していることを証明します。

記

１　物件名


